
清
代
に
お
け
る
蹄
布
業
の
経
管
形
態
(
上
)

て
は
し
が
き

二
、
包
頭
の
機
能

ω
蹄
布
請
負
の
濁
占

ω
生
産
手
段
と
職
人
の
生
活
資
料
の
準
備

ω
蹴
布
職
人
の
掌
握

三
、
蹴
布
職
人
の
性
格
(
以
下
次
鋭
)

四
、
布
商
と
蹴
布
業

五
、
あ
と
が
き

は

カミ

き

し

小
論
で
分
析
の
封
象
と
し
て
い
る
蘇
州
の
蹄
布
業
の
経
営
形
態
に
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つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
に
注
目
し
、
歴
史
的
な
評
債
を

加
え
て
き
た
。
わ
が
園
で
は
、
宮
崎
市
定
博
士
が
は
や
く
紹
介
さ
れ

た
が
、
最
近
で
は
寺
田
隆
信
氏
が
こ
れ
に
論
及
し
、
蘇
州
の
蹄
布
業

は
「
包
頭
と
よ
ば
れ
る
企
業
主
が
職
人
勢
働
者
を
使
用
し
て
経
営
し

横

山

英

そ
の
経
営
形
態
は
、
明
ら
か
に
マ
ニ
ュ
フ
7

ク
チ
ュ
ア
の
段
階
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
清
初
の
経

営
形
態
を
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

A

ア
と
し
て
把
握
し
た
見
解
を
提
出
さ

れ
た
。
他
方
、
中
園
で
も
、
数
年
前
か
ら
開
始
さ
れ
た
資
本
主
義
萌

芽
に
闘
す
る
諸
研
究
で
蹄
布
業
が
論
謹
の
材
料
と
な
り
、
阿
片
戟
手

前
に
お
け
る
棉
業
部
門
に
お
け
る
特
徴
的
な
生
産
形
態
と
し
て
考
え

ら
れ
、
マ
ニ

ュ
フ
7

ク
チ
ュ
ア
あ
る
い
は
「
資
本
主
義
の
萌
芽
」
と

し
て
評
慣
す
る
見
解
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

-23一

わ
が
園
お
よ
び
中
園
に
お
い
て
、
蘇
州
の
蹄
布
業
の
経
営
形
態
を

資
本
主
義
的
要
素
と
し
て
出
現
し
た
新
し
い
生
産
形
態
と
し
て
把
握

す
る
有
力
な
見
解
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
衣
に
引
用
す
る
「
薙
正

株
批
論
旨
」
に
見
え
る
李
衡
の
上
奏
の
一
節
で
あ
る
。

各
省
育
藍
布
疋
倶
於
此
免
買
。
染
色
之
後
必
用
大
石
脚
腕
限
切
光
。
印
有
一

種
之
人
名
包
頭
。
置
備
菱
角
様
式
巨
石
・
木
濠
・
家
伏
・
房
屋
。
招
集
蹄
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匠
居
住
。
塾
護
柴
米
銀
銭
。
向
客
庖
領
布
思
技
師明
。
毎
疋
工
債
銀
一
分
一
麓

三
宅
。
皆
係
各
匠
所
得
。
按
名
逐
月
給
包
頭
銀
三
銭
六
分
。
以
償
房
租

・

家
伏
之
資
。
:
・
現
在
制
査
蘇
州
闘
門
外

一
帯
。
充
包
頭
者
共
有
三
百
四

十
徐
人
。
設
立
蹴
坊
四
百
五
十
鈴
慮
。
毎
坊
客
匠
各
数
十
人
不
等
。
査
其

蹴
石
己
有

一
高
九
百
徐
塊
。
人
数
閥
的
是
。

(
史
料

一
〉

従
来
の
見
解
は
こ
の
記
事
か
ら
、
包
頭
を
資
本
家
と
考
え
、
臨

匠
を
雇
傭
労
働
者
と
理
解
し
、

に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
末
尾
の
記
事
を
考
え
合
せ
て
、
こ
こ
に
重

か
れ
た
蹄
布
業
を
包
頭
が
経
営
す
る
マ

ニ
品
フ
ァ
ク
チ

A

ア
で
あ
る

と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

一
坊
で
数
十
人
の
蹄
布
職
人
が
作
業

し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
に
こ
の
記
事
を
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
結
論
に
は
飛
躍
と
速
断
が
あ
る
。
先
に
筆
者
が
こ
の
記
事
に
燭
れ

た
際
に
経
倍
形
態
の
規
定
を
保
留
し
た
ま
ま
、
職
人
層
の
性
格
の
み

に
言
及
し
た
の
は
、
そ
れ
が
た
め
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
包
頭
の
蹴
布
業
に
封
す
る
闘
係
の
仕
方
は

付
生
産
手
段

と
「
蹴
匠
」
の
生
活
資
料
と
を
「
置
備
」
す
る
こ
と
、

口
「
蹴
匠
」

を
「
招
集
」
し
、
食
費
を
「
動
一
霊
」
(
た
て
か
え
)
す
る
こ
と
。
国
布

商
か
ら
「
領
布
」
し
て
「
護
醍
L

す
る
こ
と
。
同
家
賃
と
食
費
と
し

て

「
蹴
匠
」
か
ら
月
組
三
銭
六
分
を
徴
牧
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
形
の
生
産
へ
の
タ
ノ

チ
の
仕
方
か
ら
は
、
包
頭
が
生
産
手
段

の
所
有
者
で
あ
り
、
同
時
に
蹄
布
職
人
を
賃
努
働
者
と
し
て
雇
傭
し

て
い
る
と
い
う
結
論
は
直
接
に
は
で
て
こ
な
い
。
こ
の
記
事
か
ら
引

き
だ
し
う
る
事
買
は
、
包
頭
が
端
布
と
い
う
加
工
生
産
の
作
業
過
程

を
組
織
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
。

一
九
五
六
年
冬
以
後
、
江
蘇
省
博
物
館
が
現
存
す
る
碑
刻
の
調
査

を
開
始
し
、
蒐
集
さ
れ
た
碑
刻
の
主
要
な
も
の
が
「
江
蘇
省
明
清
以

来
碑
刻
資
料
選
集
」
(
江
蘇
省
博
物
館
編
、
三
聯
室
一日庖、

以
下
で
は
本
文
、
註
と
も
「
碑
刻
集
」
と
略
帯
す
る
)

一
九
五
九
、

に
掲
載
さ

れ
、
そ
の
う
ち
、
蘇
州
の
端
布
業
に
闘
す
る
碑
刻
一
一
種
類
が
新
し

a
n
T
 

η
4
 

く
紹
介
さ
れ
た
。
碑
刻
は
年
代
的
に
は
康
照
九
年
か
ら
同
治
十
一
年

に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
碑
刻
は
す
べ
て
経
営
内
容
そ
の
も
の

を
封
象
と
し
た
記
述
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
断
片
的
に
現
わ
れ
る
記

述
か
ら
、
経
営
形
態
の
輪
廓
を
推
測
し
、
従
来
の
見
解
に
封
す
る
批

判
的
な
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

臨
布
業
は
清
代
を
通
じ
て
、
生
産
開
係
内
部
に
含
ま
れ
て
い
る
矛

盾
に
基
い
て
、
内
部
的
生
産
閥
係
、
特
に
布
商
、
包
頭
、
踊
布
職
人

の
三
者
の
力
闘
係
に
謄
じ
て
、

三
者
の
相
互
関
係
は
費
化
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
生
産
閥
係
内
部
の
襲
化
、
護
展
の
過
程
に
つ
い
て
は
他

の
機
曾
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、
包
頭
の
機
能
の
分
析
を
中
心
と
し



て
清
代
を
通
じ
て
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た
生
産
諸
関
係
に
つ
い
て
論

述
し
、
蹄
布
業
の
生
産
関
係
上
の
特
質
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

先
に
引
用
し
た
「
薙
正
株
批
論
旨
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
包

頭
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
機
能
を
果
す
人

格
に
謝
し
て
史
料
の
上
で
は
種
々
の
名
稽
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ω作
頭
康
照
九
年
の
碑
刻
に
は

嗣
後
一
切
端
工
人
等
。
態
聴
作
頭
稽
査
。
作
頭
態
聴
商
家
約
束
。(

史
料
二
)

と
あ
る
。
こ
の
「
作
頭
」
は
、
端
布
職
人
の
監
督
権
と
蹄
布
請
負
の

機
利
と
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
包
頭
と
同
様
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
踊
布
作
業
場
は
「
蹄
作
」
あ
る
い
は
「
作

坊
」
と
よ
ば
れ
、
康
照
五
九
年
碑
刻
に
は
「
踊
作
包
頭
」
の
言
葉
も

あ
り

「
作
頭
」
と

い
う
語
が
蹄
布
請
負
人
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ

る

ω保
頭

包
頭
は
踊
布
注
文
を
受
け
た
か
ぎ
り
、
注
文
主
に
封
し

二踊
年布
碑の
刻(8)責
は任

を
も
つ
わ
け
で
あ
る
カ2

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
康
照
三
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至
子
鴎
匠
。
如
有
拐
窃
盗
逃
。
岳
同
非
作
-
タ
。
責
成
保
頭
。
輿
字
放
・
染
坊

后
主
無
渉
。

(
史
料
三
)

と
述
べ
て
い
る
。

「
保
頭
」

は
蹄
布
職
人
が
棉
布
を
も
ち
に
守け
し
た

場
合
に
は
全
責
任
を
注
文
主
に
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
請
負
人
で
あ
っ

た
。
こ
れ
も
ま
た
包
頭
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

川

w
坊
戸
遁
光
一
二
年
碑
刻
に

震
此
一示
仰
六
坊
坊
一戸人
等
知
悉
。
嗣
後
爾
等
領
綿
布
疋
。
努
許
再
立
随
牌

名
目
。
(
史
料
四
)

と
あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る

「
坊
戸
」

が
包
頭
と
同
じ
機
能
を

「
坊
戸
」

も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
加
え
る
ま
で
も
な
い
。

の
語
は
、
史
料
の
上
で
は
康
照
末
年
以
後
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
こ
の

呼
稽
の
出
現
以
後
、
包
頭
の
呼
名
が
姿
を
消
す
。

は
、
康
照
四

O
年
に
蹄
布
職
人
の
取
締
り
の
た
め
、
官
憲
の
命
令
に

基
い
て
、
包
頭
十
人
の
中
一
人
を
選
ん
で
「
坊
長
」
を
選
出
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
康
照
五
九
年
に
各
坊
ご
と
に
「
坊
長
」
が
設

「
坊
戸
」
の
呼
稽

-25ー

置
さ
れ
た
こ
と
(
詳
細
は
後
遺
〉
に
起
源
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ

官
憲
的
な
息
の
あ
る
呼
名
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に

「
坊
長
制
」

の
貫
施
は
蹄
布
業
に
性
格
上
の
嬰
容
を
奥
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
包

頭
の
呼
稽
が
官
憲
風
の
「
坊
戸
」
に
襲
っ
た
こ
と
は
一
つ
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
。

乾
隆
四
四
年
に
、
蘇
州
府
で
は
踊
布
職
人
の
要
請
に
よ

っ
て
加
工
賃
に
「
薪
楽
米
銀
」
を
附
加
す
る
こ
と
を
認
め
ね
。
そ
の

判
坊
主
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一
雨
(
銭
入
二

O
文
〉
を

際
、
布
商
が
「
坊
主
」
に
も
「
伏
食
銀
」

支

坊、規
主、つ、
関 へ
設き
作 こ
坊 と

を
規
定
し

そ
の
理
由
と
し
て

(
史
料
五
)

一
切
動
用
家
伏
。
均
須
賀
郷
。

と
の
べ
て
い
る
。
即
ち
「
坊
主
」
は
踊
布
作
業
場
を
設
け
、
職
人
の

食
住
の
面
倒
を
見
て
い
右
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
包
頭
の
機
能

に
外
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
踊
布
の
請
負
人
で
あ
り
、
蹄
布
業
の
組
織
者
で
あ

る
仲
介
入
は
、
種
々
の
名
前
で
よ
ば
れ
て
い
る
が

い
ず
れ
も
同

の
も
の
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
上
で
は
、

「
薙
正
株
批
議

旨
」
の
外
、

「
碑
刻
集
」
所
収
の
碑
刻
資
料
の
多
く
は
、

包
頭
の
名

穏
を
用
い
て
い
る
の

で
、
小
論
に
お
い
て
は
包
頭
の
呼
稽
に
統
一
し

て
使
用
し
、
蹄
布
業
の
組
織
者
で
あ
る
包
頭
の
性
格
を
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
蹴
布
業
の
経
営
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

清
初
に
お
い
て
、
す
で
に
蘇
州
府
下
に
は
包
頭
が
相
官
数
い
た
こ

と
は
事
買
で
あ
る
。
康
照
五
九
年
に
坊
線
制
が
施
か
れ
、
包
頭
一
二

戸
を
一
甲
に
編
成
し
、
各
甲
に
甲
長
一
人
を
任
命
し
た
。
こ
の
時
の

甲
長
の
線
数
は
二
二
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
に
包
頭
中
か
ら
「
老
誠

練
達
者
」
を
選
ん
で
坊
掘
に
任
じ
、
甲
の
綜
括
的
な
管
轄
に
首
ら
せ

た
。
と
の
時
の
坊
線
は
一
二
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
を
基
礎
に
包

頭
の
数
を
算
出
す
る
と
二
七
五
人
と
な
る
。
毎
甲
必
ず
し
も
二

一戸

と
機
械
的
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
数
字
は
大

瞳
事
買
に
則
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
数
字

v'i 

同
じ
碑
刻
に

包
頭
が
三
百
絵
戸
あ
る
と
い
う
記
事
と
異
る

が
、
先
の
二
七
五
人
は
長
洲
鯨
と
呉
江
蘇
内
の
包
頭
で
あ
っ
て
、
元

和
鯨
内
の
包
頭
を
合
算
す
る
と
三
百
徐
人
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
薙
正
八
年
の
李
衡
の
上
奏
(
史
料
こ
で
は
、
蘇
州

府
下
に
三
六

O
徐
人
の
包
頭
が
い
た
と
報
じ
て

い
る
。
包
頭
が
同
業

仲
間
の
ギ
ル
ト
を
結
成
し
て

い
た
か
ど
う
か
は
史
料
上
で
検
詮
で
き

-26-

な
い
が
、
三
百
人
を
こ
え
る
包
頭
が
存
在
し
て

一
高
数
百
人
の
蹄

布
職
人
を
掌
握
し
、
重
要
な
産
業
部
門
の
一
つ
を
措
首
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
包
頭
は
有
力
な
吐
曾
層
を
形
成
し
て
い
た
と
想
像
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

包
頭
は
ど
の
よ
う
な
吐
曾
的
階
層
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
か
は
明

し
か
し
、
種
々
の
史
料
か
ら
大
瞳
の
推
定
を
下
す
こ

と
が
で
き
る
。
康
照
三
二
年
碑
刻
に
は
、

ら
か
で
な
い
。

綿
匠
皆
系
替
力
兇
惇
之
輩
。
倶
非
有
家
土
箸
之
民
。
散
漫
無
稽
。
盗
迩
区

測
。
旦
異
方
雑
慮
。
好
{
九
易
生
。
故
鐸
有
身
家
之
人
。
腕
坊
領
布
鱒
給
。

則
蹄
匠
之
来
展
。
貨
物
之
失
錯
。
悉
奥
布
商
無
預
。
責
有
般
院
。



と
述
べ
て
い
る
所
よ
り
考
え
れ
ば
、

蹄
布
請
負
人
は

「
有
身
家
之

人
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
は
、
車
に

一
家
を
構
え
た
者
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
瞳
の
文
章
か
ら
み
る
と
、
包
頭
は
、
布
商

か
ら
棉
布
を
預
っ
て
、
「
貨
物
之
失
錯
」
な
ど
に
謝
し
て
、
全
責
任

を
布
商
に
謝
し
て
取
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
祉
曾
的
信
用
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
吐
合
同
的
信
用
は
、
軽
減
例
的
な
裏
付
け
が
主
な
内
容

で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
李
衛
の
上
奏
(
史
料
一
)
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
包
頭
は
踊
布
の
た
め
の
生
産
手
段
を
準
備
し
、
職
人
の

住
居
費
、
食
事
代
を
立
て
替
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
数
十
人
の
職
人

そ
れ
だ
け
で
も
相
嘗
の
資
金
を
要
し

を
掌
握
し
て
お
く
た
め
に
は
、

た
。
し
か
も
、
職
人
の
住
居
費
、
食
費
は
毎
月
職
人
か
ら
徴
脱
す
る

の
が
立
て
前
で
は
あ
っ
た
が
、
貫
際
に
は
布
商
か
ら
の
加
工
賃
の
支

掛
い
は
年
三
回
の
決
算
掛
い
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
包
頭
は
常
に
数

カ
月
分
の
賃
銀
を
プ
ー
ル
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
資
金
繰
り
の
鮎
か
ら
も
、
相
首
の
資
産
を
所
有
し
て
い
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
包
頭
の
布
商
に
謝
す
る
責
任
上
か
ら
い
つ

て
も
、
職
人
の
持
ち
逃
げ
や
駿
損
な
ど
最
悪
の
場
合
に
は
、
棉
布
の
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緋
償
を
行
う
こ
と
も
預
題
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
包
頭
は
相
嘗

額
の
財
産
を
所
有
し
、
そ
れ
に
裏
付
け
さ
れ
た
祉
曾
的
信
用
を
必
要

と
し
た
の
で
あ
る
。
次
節
に
分
析
す
る
包
頭
の
諸
機
能
は
、
こ
の
よ

う
な
経
済
的
・
祉
曾
的
パ
ッ
ク
を
基
礎
と
し
て
遂
行
し
得
た
。

包

頭

の

機

能

1 

蹄
布
請
負
の
濁
占

「
護
磯
」
印
ち
加
工
原
料
で
あ
る
棉
布
を
踊
布
業
の
努
働
過
程
に

投
入
す
る
こ
と
が
、
包
頭
の
祉
曾
的
機
能
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
投
入
の
仕
方
は
、
包
頭
自
身
が
こ
の
原
料
の
所
有
者
と
し
て
あ

ま
た
、

- 27一

ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
包
頭
は
布
商
で
も
な
く
、

布
商
ま
た
は
染
坊
か
ら
「
領
布
」
し
た
時
貼
で
包
頭
が
棉
布
H
蹄
布

原
料
を
商
品
と
し
て
購
入
し
、
包
頭
自
身
の
計
算
に
基
い
て
蹄
布
生

産
を
行
っ
て
い
る
，わ
け
で
も
な
い
。
先
に
引
用
し
た
「
保
頭
」
に
閲

す
る
史
料
(
史
料
三
)
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
包
頭
は
注
文
主
に
蹄

布
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
が
、
そ
の
責
任
は
、
例
え
ば
職
人
が
持
ち

逃
げ
や
窃
盗
を
行
っ
た
際
に
は
注
文
主
に
封
し
て
責
任
を
と
ら
ね
ば

な
ら
な
い
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

包
頭
は
注
文
主
か
ら
端
布
注
文
を
請
負
う
際
に
は
、
康
照
九
年
碑

刻
が
「
作
頭
薩
聴
商
家
約
束
」

(
史
料
三
)
と
の
べ
て

い
る
よ
う
に
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契
約
を
結
ん
で
加
工
を
引
き
う
け
た
。

遵
光

一
四
年
碑
刻
は
「
字
続
」

と
包
頭
と
の
閥
係
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

査
坊
戸
領
端
布
匹
。

先
由
同
業
互
保
。

蹴
。
其
所
立
経
折
。
不
過
登
記
布
数
。

然
後
立
折
領

潟
立
承
撹
交
披
。

(
史
料
六
)

卸
ち
、
包
頭
は
「
字
蹴
」
に
封
し
て
、
同
業
者
の
共
同
保
誼
を
し
た

保
護
者
を
提
出
し
て
蹄
布
注
文
引
き
受
け
の
契
約
闘
係
を
結
び

の
後
、
注
文
引
き
受
け
に
躍
じ
て
加
工
契
約
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
手
績
き
か
ら
、
包
頭
の
「
字
抗
」

に
射
す
る
責
任
も
費
生
し
た
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
の
上
で

包
頭
は
布
商
ま
た
は

染
屈
な
ど
の
注
文
主
と
端
布
業
と
の
聞
に
介
在
す
る
媒
介
者
の
役
割

を
果
し
て
い
た
も
の
で
、

仲
介
的
な
請
負
人
で
あ
っ
た
。

康
照
九
年
の
碑
刻
(
史
料
三
)
が
「
作
頭
態
聴
商
家
約
束
」
と
規

定
し
て
い
る
よ
う
に
、
包
頭
は
陥
布
請
負
の
特
植
を
奥
え
ら
れ
て
い

「
字
抗
」
と
帯
さ
れ
た
商

た
。
従
っ
て
、
布
商
ま
た
は
染
屈
な
ど
、

家
は
鵬
布
注
文
を
直
接
に
蹄
布
職
人
に
請
負
わ
す
こ
と
が
で
き
な

ぃ。

包
頭
は
濁
占
擢
を
掌
握
し
て

い
た
。
こ
の
碑
刻
文
は
布
商
が
蘇

州
府
に
建
議
し

そ
れ
が
承
認
さ
れ
た
結
果
、
布
商
二一

人
の
連
名

で
公
一ホ
(
建
立
)
し
た
規
定
で
あ
る。

清
代
を
通
じ
て
包
頭
の
濁
占

権
は
布
商
と
官
憲
と
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
て
い
た
。
布
商
が
包
頭
に

鵬
布
請
負
の
濁
占
機
を
附
興
す
る
こ
と
は
、
賓
は
布
商
が
自
身
の
利

盆
を
守
り
、
損
害
を
避
け
る
た
め
に
有
効
な
方
法
で
あ
っ

て
、
康
照

三
二
年
碑
刻
(
史
料
三
)
に
明
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
包
頭
は
濁
占
権

の
代
償
と
し
て
、
踊
布
の
全
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
っ

た
。
同
じ
康

そ

照
三
二
年
碑
刻
は
、
臨
布
職
人
は
兇
暴
な
連
中
が
多
く
、
掌
握
し
に

く
い
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

故
揮
有
身
家
之
人
。
蹴
坊
領
布
縛
給
。
則
鵬
匠
之
来
歴
。
貨
物
之
失
錯
。

悉
輿
布
商
無
預
。
責
有
彼
舗
。

-28一

こ
の
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

「
有
身
家
之
人
」
卸
ち
包
頭
に

端
布
濁
占
櫨
を
興
え
た
狙
い
は
、
開
布
に
ま
わ
さ
れ
た
棉
布
に
封
し

て
そ
の

工
程
が
完
成
す
る
ま
で
の
問
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
布
商
は
蹴
布
過
程
で
輩

生
し
た
あ
ら
ゆ
る
損
害
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る

仕
組
み
で
あ
っ

た。

更
に
ま
た

後
に
鯛
れ
る
よ
う
に

布
商
は
包
頭
を
ツ
イ
タ

テ
と
し
て
非
常
に
し
ば
し
ば
強
い
加
工
賃
値
上
げ
要
求
を
掲
げ
た
端

布
職
人
の
管
理
を
行
い

コ
ス
ト
の
値
上
げ
、
不
良
加
工
、
作
業
の

停
滞

そ
の
他
の
損
失
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
康
照
三
二
年
碑

刻
の
史
料
も
、
布
尚
の
建
議
に
基
い
て
布
告
さ
れ
た
蘇
州
府
の
政
令



で
‘
布
商
七
六
人
の
連
名
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
碑
刻
の
一
節
で
あ

る
勿
論
、
臨
布
請
負
の
濁
占
醐
慣
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
は
包
頭
自
身

に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
布
商
が
包

帥

頭
を
選
揮
す
る
こ
と
は
で
き
た
け
れ
ど
も
、
蹄
布
請
負
の
排
他
的
な

特
権
を
包
頭
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
包
頭
の
利
盆
も
保
障
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て

個
々
の
包
頭
の
浮
洗
は
あ
っ
た
と
し
て

も
、
包
頭
登
韓
と
し
て
は
そ
の
職
業
的
地
位
は
安
定
し
て
い
た
。
た

だ
、
包
頭
の
濁
占
纏
が
布
商
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
、
官
憲

の
名
に
お
い
て
奥
え
ら
れ
た
保
障
で
あ
っ
た
限
り
、
包
頭
の
利
盆
を

完
全
に
擁
護
し
た
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
包
頭
の

濁
占
檎
の
強
化
は
包
頭
の
一
位
曾
的
地
位
を
保
障
し
、
強
化
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
濁
占
檎
に
附
属
し
た
蹄
布
職
人
取
締
り
の
特
擢
が
官
制

的
に
整
備
さ
れ

そ
の
責
任
を
包
頭
が
も
っ
に
伴
っ
て

包
頭
の
自

主
的
な
輩
言
樺
や
替
業
の
自
立
が
表
面
化
し
て
く
る
わ
け
で
、
康
照

末
年
を
境
と
し
て
、
包
頭
の
端
布
業
支
配
が
強
ま
り
、
同
時
に
布
商

に
封
し
て
強
い
要
求
を
提
出
し
、
そ
の
貰
現
を
着
々
獲
得
し
て
い
く

帥

の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
包
頭
の
濁
占
権
、

お
よ
び
蹄
布
業
に
お
け

る
自
主
的
な
謹
言
権
の
漸
次
的
向
上
も
、
前
述
の
よ
う
な
包
頭
の
機

能
に
出
現
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
仲
介
的

な
請
負
人
と
し
て
の
包
頭
の
利
盆
擁
護
と
地
位
の
向
上
で
あ
っ
た
。

2 

生
産
手
段
と
職
人
の
生
活
資
料
の
準
備

康
照
三
一
年
に
端
布
職
人
が
加
工
賃
の
値
上
げ
を
要
求
し
て
騒
動

を
起
こ
し
、
そ
の
枚
拾
後
、
翌
年
に
布
商
七
六
人
の
連
名
に
よ
っ

て
、
加
工
賃
規
定
に
闘
す
る
政
令
が
碑
に
刻
ん
で
公
示
さ
れ
た
。
そ

の
中
で
、
包
頭
も
蹄
布
を
行
う
上
で
「
も
と
で
」
が
か
か
っ
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
、
職
人
の
加
工
賃
値
上
げ
を
許
さ
な
い
理
由
を
説
明

し
た
文
章
の
一
節
に

-29ー

叉
縁
蹴
匠
孤
身
赤
漢
。
一
無
携
帯
。
保
頭
租
賃
房
屋
。
備
買
口
口
口
口
口

銀
参
銭
陸
分
。
是
亦
有
本
。
(
史
料
七
)

と
あ
る
。
こ
の
文
章
で
は
「
保
頭
」
が
賃
借
し
て
い
る
房
屋
が
、
作

業
場
な
の
か

ま
た
は
職
人
の
住
居
な
の
か
不
明
で
あ
り

ま
た

五
文
字
が
不
明
で
あ
る
た
め

「
保
頭
」

が
支
掛
う
べ
き
三
銭
六
分

が
房
屋
の
借
料
だ
け
な
の
か
ど
う
か
、
が
判
明
し
な
い
。

し
か
し
、

同
じ
碑
記
の
末
尾
に
見
え
る
次
の
記
事
と
照
合
す
れ
ば
、
内
容
が
明

ら
か
と
な
る
。

嗣
後
端
布
工
償
。
篠
遜
窓
口
毎
疋
萱
分
萱
厘
。
端
石
坊
戸
。
毎
月
得
賃
石

租
銀
参
銭
六
分
。
永
遜
成
例
。
傍
容
増
減
。
至
子
蹴
匠
如
有
拐
窃
盗
逃
。
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(
史
料
入
)

震
非
作
万
ノ
。
賛
成
保
頭

こ
の
文
中
で
は
、

先
の
引
用
史
料
に
見
え
た
三
銭
六
分
は
「
賃
石

租」

と
い
う
名
目
で
あ
ら
わ
れ
て
お
り

し
か
も
そ
の
「
賃
石
租
」

を
受
け
取
る
の
は

「
蹴
石
坊
戸
」
が
あ
っ
て

「
保
頭
」
で
は
な

し、

「
保
頭
」
は
「
蹄
石
坊
戸
・
」
に
封
し
て
三
銭
六
分
を
支
梯
う
立

場
に
い
る
。

以
上
の
官
-
誼
か
ら
、
包
頭
が
賃
借
し
て
い
る
房
屋
が
作
業
場
で
あ

る
か
職
人
の
住
居
で
あ
る
か
は
不
明
と
し
て
も
、
と
に
か
く
房
屋
と

蹴
布
業
の
主
要
な
生
産
手
段
で
あ
る
蹴
石
と
を
賃
借
し
て
い
る
こ
と

怖

が
判
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ー同
治
一
一
年
の
碑
刻
に
見
え
る
次
の
文

章
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

る。

房
屡
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
う

ム
寸
議
醤
照
持
問
掌
現
銭
之
例
外
。
加
毎
匹
三
文
五
議
。
以
作
坊
一
戸
房
金
石
租

各
項
開
鈴
之
用
。

こ
の
碑
記
は
、
包
頭
が
加
工
賃
の
値
上
げ
を
布
商
に
要
求
し
て
、
布

商
と
包
頭
と
の
協
議
の
結
果
決
定
し
た
値
上
げ
規
定
で
あ
る
。
従
来

加
工
賃
は一

匹
に
つ
き
銀
一

分
四
厘
で
あ
っ
た
が
、

職
人
に
輿
え
る

加
工
賃
は
据
置
き
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
包
頭
に
封
し
て

一
匹
に
つ
き
三
文
五
肇
を
給
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
名
目

は
、
包
頭
が
房
屋
代
や
蹴
石
借
料
な
ど
の
出
費
に
首
て
る
た
め
で
あ

る
と
明
記
し
て
い
る
。
開
石
の
借
料
を
支
梯
う
問
題
は
先
の
康
照
三

二
年
碑
刻
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。
問
題
は
房
屋
が
作
業
場
か
職
人
の

住
居
で
あ
る
か
で
あ
る
。
薙
正
株
批
論
旨
の
李
衡
の
上
奏
(
史
料
一
)

で
は
、
職
人
は
包
頭
に
毎
月
「
房
屋
家
伏
之
費
」
を
三
銭
六
分
支
排

う
こ
と
を
の
べ
て
お
り
、
職
人
の
住
居
の
借
料
は
職
人
の
負
掘
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
同
治
一
一
年
碑
刻
に
見
え
る
「
房
金
」
は
包
頭
が

支
掛
う
家
屋
借
料
で
あ
っ
て
、
職
人
の
住
居
の
た
め
の
借
料
で
は
な

い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
房
金
」
は
、
開
布
作
業
場
の
借
料
と

判
断
し
う
る
。
包
頭
は
蹴
石
の
み
な
ら
ず
、
作
業
場
を
も
賃
借
し
て
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い
た
こ
と
が
史
料
に
よ
っ
て
質
誼
で
き
る
の
で
あ
る
。

史
料
刊
に
よ
れ
ば

包
頭
は
銀
三
銭
六
分
を

「
賃
石
租
L

と
し
て

支
掛
っ
て
お
り
、
史
料
伺
で
は
同
じ
金
額
の
支
出
に
つ
い
て
房
屋
の

賃
借
を
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
包
頭
は
作
業
場

お
よ
び
、
そ
れ
に
附
置
さ
れ
た
蹴
石
、
そ
の
他
の
生
産
手
段
の
借
料

と
し
て
、
職
人
一
入
賞
り
毎
月
三
銭
六
分
を
支
掛
っ
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
包
頭
は
作
業
場
、
蹴
石
な
ど
の
生
産
手
段
を
所

有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て

「
蹄
石
坊
戸
」

か
ら
月
計
算
で
賃
借



し
、
こ
れ
を
踊
布
職
人
に
提
供
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
大
正
二
年
(
一
九
二
二
年
)
の
東
京
輩
業
講
習
所
長
本
多
岩
次

上
海
に
お
け
る

郎
氏
の
彊
綿
業
に
閲
す
る
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、

器
械
制
製
紙
業
に
お
い
て
は
、
工
場
の
所
有
と
経
営
と
が
分
離
し
て

い
て
、
工
場
の
賃
借
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
貸
借
は
簡

車
な
方
法
で
行
わ
れ
、
工
場
は
一
切
の
生
産
設
備
を
含
ん
で
貸
借
さ

れ
、
賃
借
代
は
一
釜
に
つ
き
い
く
ら
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
借
り
受

け
に
首
つ
て
は

一
定
の
借
受
期
限
を
定
め
、

前
金
で
借
り
受
け

る
。
借
り
受
け
中
の
家
屋
の
破
損
、
器
械
の
修
理
は
大
韓
に
お
い
て

貸
主
が
責
任
を
負
い
、
小
修
理
だ
け
は
借
主
が
行
う
の
を
普
通
と
し

同

て
い
た
。
包
頭
の
生
産
手
段
に
謝
す
る
闘
係
も
こ
れ
と
同
様
の
性
格

を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
包
頭
が
生
産
手
段
を
所
有
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
わ
け
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
を
推
測
す
る

し
か
し
、
史
料
の
上
で
は

恐
ら
く
、
生
産
手
段
の
所
有
者
は
、
不
動
産
の

貸
付
け
に
よ
っ
て
、
踊
布
生
産
か
ら
生
ず
る
剰
徐
慣
値
の
一
部
を
包

頭
を
遁
じ
て
牧
得
す
る
立
場
を
饗
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
康
照
三
三
年
碑
刻
(
史
料
七
)
が
述
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べ
て
い
る
よ
う
に
、
端
布
職
人
は
裸
一
貫
で
蘇
州
に
流
れ
こ
ん
で
き

職
人
を
端
布
業
に
結
合
さ

せ
、
努
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
職
人
の
住
居

と
飯
と
を
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
努
働
力
の
掌
握
は
包

頭
の
機
能
の
重
要
な
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
包
頭
は
職
人
の
住

た
車
身
の
出
稼
人
で
あ
る
。

従
っ
て

居
と
食
事
を
用
意
し
た
。
李
衡
の
上
奏
(
史
料
一
)
は
包
頭
が
蹄
石

な
ど
の
生
産
手
段
の
ほ
か

「
家
伏
・
房
屋
」
を
「
置
備
」
す
る
と

述
べ
て
お
り
、
乾
隆
四
四
年
の
碑
刻
は
、

坊
主
開
設
作
坊
。

一
切
動
用
家
伏
。
均
須
置
緋
。

(
史
料
五
)

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
碑
刻
に
示
さ
れ
た
規
定
で
は
、
包
頭
は
「
伏
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食
銀
」
と
い
う
名
目
で
布
商
か
ら
毎
月
一
雨
(
銭
入
二

O
文
)
を
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
「
伏
食
銀
」
は
職
人
か
ら
の
加

工
質
値
上
げ
要
請
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
、
貫
質
的
な
賃
上

げ
を
意
味
し
、
職
人
達
の
食
費
の
補
助
(
職
人
の
包
頭
へ
の
支
梯
額

の
値
上
げ
を
防
ぐ
た
め
の
)
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

李
衡
の
上
奏
(
史
料
一
)
に
よ
れ
ば
、
包
頭
は
蹄
布
職
人
を
集
め

「
柴
米
銀
銭
」
を
立
て
替
え
(
塾
護
)
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

て集
画
的
な
「
飯
場
」
あ
る
い
は
寄
宿
舎
の
如
き
も
の
を
準
備
し
て
い

た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
食
費
や
住
居
を
前
貸
し
す
る
乙

労
働
力
を
掌
握
し
て
い

と
に
よ
っ
て

職
人
の
食
住
左
保
詮
し
、
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た
。
こ
れ
が
包
頭
の
物
質
的
基
槌
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
職
人

は
毎
月
「
房
租

・
家
伏
之
費
」
と
し
て
三
銭
六
分
を
包
頭
に
支
掛
つ

て
い
た
の
で
あ
る
。

「
飯
場
」
あ
る
い
は
住
居
を
包
頭
が
所
有
し
て

い
た
の
か
ど
う
か
は
全
く
推
測
で
き
な
い
が
、
目
撃
事
出
現
中
の
華
北

地
帯
の
鏑
山
に
お
け
る
把
頭
制
の
貫
態
研
究
に
よ
れ
ば
、
把
頭
は
食

事
の
賄
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
か
ら
の
収
益
が
把
頭
収
入
の
重
要
な
部

分
に
な
っ
て
い
た
(
藤
本
武

「
把
頭
炊
事
の
研
究
」
、
中
村
孝
俊
「
把

頭
制
度
の
研
究
」
)。

踊
布
業
に
お
い
て
、

包
頭
自
身
が
賄
を
行
っ
た

の
か
ど
う
か
は
不
明
と
し
て
も
、
職
人
が
す
べ
て
毎
月
一
定
額
の
住

居
費
と
食
費
を
支
梯
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
集
図
的
な
生

活
を
行
い
、
同
一
の
生
活
係
件
下
に
あ
っ
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を

同

ま
た
、
康
照
四

O
年
の
碑
刻
で
は
、
職
人
の
集
図
的
暴
動

辱
玉
、
。

d
4
6
J

/

、ν

を
警
戒
す
る
た
め
に
夜
間
の
外
出
を
禁
止
し
て
お
り
、
次
い
で
康
問
…

五
九
年
碑
刻
で
は
章
夜
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
人
の
外
出
を
禁
止
し

た
。
こ
の
よ
う
な
禁
止
令
が
貰
施
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
作
業
場
で

は
集
合
的
な
集
圏
を
作
っ
て

い
た
の
で
問
題
は
な
い
が
、
就
業
中
以

外
の
日
常
生
活
に
お
い

て
も
、
集
合
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
正
入
年
の
李
衡
の
上
奏

(史
料
一
)
で
、
包
頭
が

「
菱
角
様
式

E
石
・
木
滋
・
家
伏
・
房
屋」

卸
ち
生
産
手
段
と
職
人
の
生
活
資
料

と
を
「
置
備
」
し
、
職
人
を
招
集
し
て
居
住
せ
し
め
る
と
報
告
し
て

い
る
の
は
、
具
瞳
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
事
貫
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、

包
頭
は
生
産
手
段
と
努
働
力
と
を
結
合
さ
す
役
割
を
、

そ
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

場
合
の
結
合
の
さ
せ
方
は
、
仲
介
者
と
し
て
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。

3 

臨
布
職
人
の
掌
握

包
頭
は
職
人
を
集
め
、
住
居
と
食
事
を
準
備
し
て
蹄
布
勢
働
に
従

事
さ
せ
た
。
次
の
項
で
述

へ
る
よ
う
に
、
職
人
は
包
頭
に
雇
傭
さ
れ
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た
賃
労
働
者
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
職
人
が
濁
立
手
工
業
者
で

あ
っ
た
と
割
り
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
職
人
は
生
産
手
段
の
み

で
な
く
、
住
居
お
よ
ひ
生
活
資
料
の
前
借
を
受
け
、
ま
た
、
包
頭
が

蹄
布
請
負
の
濁
占
権
を
把
握
し
て
い
た
の
で
、
仕
事
は
包
頭
を
通
じ

て
の
み
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
、
職
人
は
現
質
的
に
包
頭
に

従
属
し
た
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
乾
隆
六

O
年
碑
刻
に
よ
れ
ば
、
端

布
加
工
賃
は
包
頭
に
一
括
し
て
布
商
か
ら
支
梯
わ
~
、
包
頭
の
ピ
ン

闘

は
ね
も
起
り
得
た
わ
け
で
、
賃
銀
支
梯
い
の
面
で
も
職
人
の
濁
立
性

は
著
る
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
包
頭
が
事
買
上
に
お
い

て
職
人
を
支
配
し
て

い
る
に
も



か
か
わ
ら
ず
、
職
人
の
管
理
、
掌
握
は
こ
れ
だ
け
で
は
困
難
で
あ
っ

た
。
薙
正
年
聞
の
記
録
(
史
料
一
)
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
、
包
頭
は
三

四
O
偉
人
で
、
彼
等
は
蘇
州
の
闇
門
外
一
帯
の
地
域
に
お
り
、
職
人

は
蹄
石
の
数
と
ほ
ぼ
同
じ
く
一

O
九
O
O人
幹
部
り
で
あ
っ
た
(
嘉
正

元
年
四
月
の
胡
鳳
牽
の
上
奏
で
は
二
高
徐
人
と
述
べ
て
い
る
)

ら
、
一
人
の
包
頭
の
支
配
す
る
職
人
は
卒
均
し
て
約
三

O
人
に
も
達

一
人
の
包
頭
が
支
配
す
る
職
人
が
必
ず
し
も
同
一
の

制

康
照
五
九
年
碑
刻
に

し
た
。

ま
た
、

仕
事
場
に
集
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

「
身
等
同
矯
包
頭
。
約
有
三
百
徐
戸
。
或
有
雨
作
。
或
有
三
坊
」
と

Uま

多
数
の
職
人
を
配
下
に
も
っ
て
い
る
場
合

数
ケ
所
に
分
散
し
て
い
た
。
李
衡
の
上
奏
ーに
よ
れ
ば
(
史
料

述
べ
て
い
る
よ
う
に

一
作
業
場
に
は
数
十
人
の
職
人
を
牧
容
で
き
た
か
ら
、
二
カ

所
あ
る
い
は
三
カ
所
の
作
業
場
を
使
用
し
て
い
る
有
力
な
包
頭
の
場

、

'-./ 
合
で
は
、
配
下
の
職
人
数
は
相
嘗
の
人
数
に
上
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
上
、
職
人
は
箪
身
の
出
稼
人
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
包
頭
が
職
人

の
身
元
の
把
握
や
行
動
の
監
覗
を
現
質
的
な
支
配
閥
係
だ
け
を
利
用

し
て
巌
密
に
行
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
が
賓
情
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
、
包
頭
が
職
人
支
配
の
た
め
に
官
憲
の
権
力
を
援
用
す
る
理
由
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が
あ
っ
た
。

端
布
職
人
の
管
理
・
監
視
を
行
う
強
制
力
の
強
化
は
包
頭
の
要
望

で
も
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
最
も
強
い
関
心
を
抱
い
た
の
は
布
商
で

あ
っ
た
。
包
頭
に
輿
え
た
踊
布
請
負
の
構
能
を
完
全
に
果
さ
せ
る
た

め
に
包
頭
の
も
っ
て
い
た
事
買
上
の
職
人
支
配
力
を
基
礎
に
し
、
そ

カ〉

れ
を
利
用
し
て
包
頭
を
職
人
の
管
理
人
に
仕
あ
げ
、
こ
れ
に
公
的
な

抱
束
力
を
も
た
せ
た
。
布
商
の
建
議
に
も
と
や
つ
い
て
公
示
し
た
康
照

九
年
の
政
令
(
史
料
二
)
は
、
包
頭
の
蹄
布
請
負
の
濁
占
植
を
保
障

す
る
と
同
時
に
「
嗣
後
一
切
端
工
人
等
、
醸
聴
作
頭
稽
査
」
と
包
頭

帥

ま
た
、
康
照
四

O
年
碑
刻
は

の
職
人
に
封
す
る
管
理
構
を
附
奥
し
、
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切
蘇
郡
出
産
布
貨
。
所
用
蹄
匠
盈
高
成
千
。
倶
責
包
頭
約
束
。

と
繰
り
返
し
規
定
し
て
い
る
。

康
照
初
年
以
来
、
職
人
は
し
ば
し
ば
加
工
賃
の
値
上
げ
を
要
求
し

同

て
集
圏
行
動
に
訴
え
た
。
職
人
の
字
議
を
防
ぐ
こ
と
は
、
布
商
に
と

つ
て
は
、
蹄
布
加
工
を
ス
ム
ー
ス
に
進
捗
さ
せ
、

ま
た
、
加
工
賃
の

値
上
げ
を
防
止
す
る
観
鮎
か
ら
、
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ

4

た
。
ま

た
、
官
憲
は
、
臨
布
職
人
を
「
率
多
翠
身
烏
合
。
不
守
本
分
之
輩
。

因
其
豪
衆
勢
合
。
姦
良
不
ご
(
薙
正
八
年
七
月
、
李
衡
の
上
奏
)
、

「
凡
遇
盗
案
護
費
。
常
有
蹄
匠
在
内
」
(
薙
正
元
年
四
月
、
胡
鳳
牽
の

上
奏
、
共
に
藷
正
株
批
論
旨
〉
、
と
不
信
感
を
も
っ
て
把
握
し
て
い
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た
わ
け
で
、
集
闘
行
動
や
「
煽
惑
」
を
防
ぐ
た
め
に
職
人
を
監
視
し

警
戒
す
る
こ
と
は
、
治
安
維
持
上
必
要
な
も
の
と
考
え
て
い
た
。
布

商
と
官
憲
と
の
利
害
の
一
致

と
い
う
よ
り
は
、
布
商
の
利
益
を
擁

護
す
る
た
め
に
官
憲
が
権
力
を
護
動
し
て
、
職
人
管
轄
の
義
務
と
そ

の
裏
付
け
と
し
て
の
法
制
的
権
力
を
包
頭
に
強
制
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
包
頭
自
身
の
利
盆
を
守
る
た
め
に
も
、
職
人
の
管
理
植
の
法
的

規
定
は
包
頭
に
と
っ
て
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
康
照
四

O
年
に
は
包
頭
を
編
成
し
て
「
坊
長

康
照
五
九
年
に
は
「
坊
線
制
」
を
施
行

制
」

を
質
施
し
、

更

し
、
包
頭
を
樋
力
機
闘
の
末
端
に
組
織
し
て
、
包
頭
の
職
人
支
配
楢

を
強
化
す
る
と
共
に
、
職
人
の
管
理

・
監
督
の
警
察
的
義
務
と
権
利

制

と
を
附
興
し
た
。
布
商
と
包
頭
と
宵
憲
の

三
者
の
一

致
し
た
要
求
か

ら
、
包
頭
の
職
人
支
配
が
法
制
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
支
配

力
は
、
包
頭
が
労
働
力
を
生
産
手
段
に
結
合
さ
せ
、
蹄
布
請
負
を
途

行
す
る
た
め
に
不
可
散
の
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は

包
頭
が
一

身
に
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る

(1)詮

寺
田
隆
信
「
蘇

・
松
地
方
に
お
け
る
都
市
の
綿
業
商
人
に
つ
い
て
」

(
史
林
、
四
一
の
六
)
。

(2) 

「
資
本
主
義
萌
芽
問
題
討
論
集
」
(
三
聯
書
庖
、
上
・
下
)
所
枚
論
文
参

照
。

早
く
乙
の
史
料
を
紹
介
さ
れ
た
宮
崎
市
定
数
授
は
、
こ
の
引
用
文
を
日

本
語
し
、
「
卸
有
一
種
之
人
名
包
頭
」
の
箇
所
を
「
包
頭
た
る
資
本
家

が
あ
っ
て
」
と
諦
出
さ
れ
て
い
る
。
(
「
明
清
時
代
の
蘇
州
と
軽
工
業
の

愛
逮
」
東
方
事
第
二
穏
)
同
教
授
は
恨
霊
に
も
経
営
形
態
に
つ
い
て
の

評
僚
は
避
け
て
お
ら
れ
る
が
、
包
頭
を
資
本
家
と
考
え
る
こ
と
は
史
料

評
舗
の
上
で
混
乱
を
招
き
や
す
い
。

拙
稿
「
中
聞
に
お
け
る
手
工
業
労
働
者
の
後
展
と
役
割
」
(
歴
史
朗
学
研

究
、
二
ハ

O
披
)
。

拙
稿
「
清
代
に
お
け
る
蹴
布
業
の
推
鱒
過
程
」
(
未
設
表
)
。

奉
督
撫
各
大
慾
核
定
端
匠
工
岡
田
給
銀
永
遡
碑
記
(
「
碑
刻
集
」
所
蚊
)
。

品
問
、
「
碑
刻
集」

所
枚
資
料
は
す
べ
て
現
代
の
簡
化
淡
字
に
番
き
か
え

ら
れ
て
い
る
が
小
論
で
は
奮
字
慢
に
し
て
訂
正
し
て
引
用
し
た
。

長
奥
二
豚
蹴
匠
係
約
碑
(
向
上
)
。

蘇
州
府
成
理
由
州
匠
羅
貨
等
国
界
血
旅
行
凶
時
間
凶
科
叙
一
案
弁
規
定
以
後
端
布

工
個
数
日
碑
(
向
上
)
。

央
師
脚
永
禁
六
坊
坊
戸
領
蹴
布
疋
母
得
再
立
随
牌
名
目
前
略
聴
鋪
鋭
自
行
後

蹴
不
得
盤
断
把
持
碑
記
(
向
上
)
。

蘇
州
府
規
定
蹴
匠
毎
布
一
疋
工
債
連
薪
茶
米
加
等
計
銀
一
分
三
厘
該
商

等
給
護
坊
主
伏
食
銀
一
一
隅
給
銭
八
百
二
十
文
以
後
不
許
増
加
碑
記
(
向

上
)
。

註
仰
碑
刻
。
詳
し
く
は
、
註

ω拙
稿
。

註
附
碑
刻
。

蘇
州
府
規
定
蹴
債
毎
疋
銀
一
分
四
厘
九
八
免
九
六
色
大
小
加
頭
在
外
立
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U品

折
登
記
統
鋪
三
節
結
算
布
業
坊
戸
傑
各
選
照
不
准
把
持
越
減
碑
記
(
「
碑

刻
集
」
所
校
)
。

蘇
州
府
篤
布
商
坊
戸
態
照
章
蕗
鋭
揮
坊
護
蹴
不
得
無
端
見
換
致
碍
貧
民

生
計
出
示
碑
記
(
同
上
)
。

註
刷
碑
刻
。

註

ω拙
稿
参
照
。

註
刷
碑
刻
。

註
帥
碑
刻
。

農
商
務
省
農
務
局
「
朝
鮮
支
那
、
費
総
業
概
観
」
(
大
正
二
年
夜
行
)

ニ
O
九
頁
。

遵
奉
督
撫
各
懲
定
例
永
禁
碑
記
(
「
碑
刻
集
」
所
枚
)
。

註
仰
碑
刻
。

同
右
。

康
黙
四

O
年
碑
刻
(
註
帥
碑
刻
)
に
よ
れ
ば
、
職
人
が
包
頭
の
ピ
ン
は

ね
に
抗
議
し
て
ゼ
ネ
ス
ト
を
行
な
い
、
騒
動
は
一
年
に
亘
っ
て
縫
績
し

た
。
乙
の
収
拾
後
、
政
令
に
よ
っ
て
包
頭
の
ピ
ン
は
ね
が
厳
重
に
禁
止

さ
れ
た
。

註
仰
碑
刻
。

註
帥
碑
刻
。

註

ω拙
稿
に
詳
論
。

同
右
。

(19) (18) (1司(16)(15) 倒倒側側的帥倒帥
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Government-Owned Fields (官田)ｉｎSouth China under the Ming 明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Masao Mori

　　

The cultivated fields owned by the Ming Government in south

Chinaﾀ

　

especially in the fluvial　regions of the Yangtze, were enor-

mous ；　in1391 about 63％　of all cultivated fields in Suchou　蘇州

Prefecture

　

was

　

government-owned, while　approχimately 84％　in

Sungchiang松江. In Suchou the ratio of crop dues from the gove-

rnment-owned fields against the whole crop dues amounted t0 95%,

while in Sungchiang 94%. This shows that in the early Ming period

agricultural exploitation by the government was largely carried out

through government　ownership. Though the rate of dues from go-

vernment-owned fields (on average ４.369 tou 斗per mou 畝in Suchou

and 3.09　in Sungchiang) was　considerably higher　than that from

privately owned　fields, it was much lower than the rate of farm

rent which often reached　over　one shih石per mou.　There were

other favorable conditions for tenant farmers　of　government-owned

fields such as ｅχemption fro m, or reduction of, covees and facilities

for transportation. Taking these into　consideration, tenants of go-

vernment-owned lands enjoyed privileges as compared with those work-

ing

　

for

　

landlords

　

who

　

ｅχacted

　

more

　

than one shih　per　mou　as

tenancy.

　

Part of the government-owned land was tenanted even by

landholding

　

farmers

　

and

　

landlords. The　collapse during 1426-1435

0f the government ownership system, as seen in the decrease of dues

from Suchou and Sungchiang, was due to not only the shifting of

political

　

center to north China but the ｅχtremely heavy burdens to

be

　

born

　

by the peasantry.　Considerable influence　was ｅχercised

down

　

to the early 16th century by the government ownership sys-

tem over the form and structure of landownership.

On the Cotton-Sizing Industry in Ch'ing 清Ｃｈｉｎａ

　　　　　　　　　

Ｓ町

Cotton-sizing was developed in Suchou 蘇州under the Ch'ing溝，

　　　　　　　　　　　　　　　　

－１－



where ａ few cotton merchants were running their business on ａlarge

scale；there were approχimately 450 mills, 360 operating agents, and

over 10; 000 workers. The opsrating agent was called pao-t'ou 包頭･

Not ａ few scholars regarded the operating agent system as prototype

of

　

the

　

capitalistic

　

production system, but　the present author pro-

poses a different interpretation based on some new material recently

found in Suchou.　The operating agent enjoyed license for sizing the

cotton cloth, equipped the mill with instruments, and provided the

workers with lodging in　the form of advancement. The mill was

leased on ａｍｏｎφlｙbasis. Neverthless, he was in no sense ａ“capita-

list" because he himself did not employ workers, who were paid by

the cotton merchant on ａ piece work basis. There was another charac-

teristicof the enterprise；though it was ａ private business, the cotton-

sizing industry was under the control of the local government which

regulated the duties of the operating agent as well as wages for wor-

kers. The industry may be regarded as ａ kind of deformity caused

by the peculiar nature of production facilities,i.e., home industry･

Wenkuan (Archives)文館in the Early Years of Ch'ing 清

　　　　　　　　　　　　

ＮｏｂｖもｏＫａｗｄａ

　　

The Ｗｅｎｈｕａｎ　０ｒarchives　was ａ　government agency in the

early Ch'ing period ；it was often called 浦河ａｎｇ書房．　The Ｗ ｅｎｋｕａｎ

is said to have been set up as early as 1629. But officially it appeared

first in the Ｔα　Ｃｈ’ｉｎｇＨｕiti　ｅｎＳｈｉｈｌｉ大清會典事例compiled during

the Chiach'ing 嘉愛era (1796-1820).　The so-called ref-erence to the

Wenkuan found in the Veritable Records of T'aitsung 太宗tells us

merely that the court literati were divided into two sections, one for

translation and the other for documentation. Though the name of

Wenゐμα72 first appeared in 1629, an investigation of its personnel

seems

　

to

　

indicate

　

that it had‘ existed before that year.　Translation

and

　

documenation were already practised　in the early days of the

reign of Nurhachi, and contact with Mongols and Koreans on the

one hand and the Ch'ing Government's own needs ;ｏｎ　the　other　led

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－




